
難病法改正について
・医療費の支給開始日の遡り
・「登録者証」発行事業
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【医療費の支給開始日の遡りに係る都からの周知・説明】
・医師会、薬剤師会、医療機関、区市町村窓口へメールによる周知
・地区医師会等を通じて医療機関へ周知用ポスターを送付
・区市町村事務担当者向けに医療費助成の申請受付に係る説明会を開催





【都における登録者証の発行について】
・令和６年４月１日から申請受付
・システム改修のため、当分の間、登録者証の発行まで、標準処理期間（約３か月）を超える見込み


